
令和７年２月２１日
防衛省人事教育局

職員処遇問題部会の廃止及び
処遇・給与部会（仮称）の新設について

【資料２】



これまでの経緯

戦後最も厳しい安全保障環境に対応した防衛力の抜本的強化のためには、自衛官の確保が至上命題
自衛官の定員割れが続く中、防衛省・自衛隊として強い危機感を持ち、個々人のやりがいと働きや

すさを大切にし、働きがいを向上させる組織にしていく必要
それでも、自衛官は身をもって我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという特殊性から、

様々な負担や制約から逃れることはできない
そのため、こうした特殊性が適切に評価され、自衛官が誇りと名誉を感じることができる処遇を確

立していくことが重要
さらに、多くの自衛官が56歳で退職する中、再就職や再就職後の再就職・収入に不安を感じさせな

いようにすることが自衛官の確保にとっても重要な課題

これらを踏まえ、関係閣僚が高い頻度で活発な議論を行った上で、「自衛官の処遇・勤務環境の改
善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針」として、
１ 処遇改善
２ 生活・勤務環境の改善
３ 新たな生涯設計の確立
４ その他

の具体的な方策を進めていくことを決定
今後、令和７年度予算案にも反映するとともに、法律・制度改正が必要なものについては速やかに検討

令和６年10月9日 「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議」設置

同年10月25日～12月20日 第1回～第4回「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に
関する関係閣僚会議」開催
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基本方針における部外の専門家への意見聴取に係る記述

１ 自衛官の処遇改善（抜粋）

⑴ 任務や勤務環境の特殊性を踏まえた給与面の処遇改善
自衛官の俸給表は、昭和25年の警察予備隊発足時に、主として警察官等に適用される公安職俸給

表㈠をベースに、一定の超過勤務手当分を繰り入れた構造とし、そこから大きく見直すことなく現在
に至っている。自衛官の任務や勤務環境の特殊性、課された制約や負担に見合った給与とするため、
現在実施している勤務実態調査の結果や公平性・公正性を確保するための部外の専門家の意見を踏ま
え、あるべき俸給表の水準や俸給月額の算定の仕組みについて検討し、自衛官の俸給表を令和10年度
に改定することを目指す。

３ 新たな生涯設計の確立（抜粋）

⑴ 若年定年制における将来不安の払しょく

② 若年定年退職後の国からの給付水準の在り方
上記の再就職先の拡充及び再就職賃金などの充実を図りつつ、これまで以上の充実した生涯設計

を確立し、自衛官の若年定年退職後も安んじて生活できるよう、部外の専門家の意見を踏まえ、令
和８年度から施行することを目指し、若年定年退職者給付金の給付水準の引上げを検討する。その
際、施行前後で大きな不公平感が生じないよう留意する。

【自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針
（令和6年12月20日）】（抜粋）
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21

⑴ 現在の「職員処遇問題部会」は、隊員の能率に関する事項の調査審議等を所掌事務としているところ、関係閣僚会
議での基本方針で示された若退金の給付水準の引上げや、給与体系の在り方に関する調査審議等を所掌することを部
会の名称上も明確化させるとともに、隊員の処遇・給与に関するより広範な議題を調査審議いただくため、現行の防
衛人事審議会の「職員処遇問題部会」を廃止し、「処遇・給与部会（仮称）」を新設。

⑵ 様々な分野・観点から御知見をいただくため、現行の職員処遇部会の委員６名のほか、公正審査分科会の委員１名
も加え（兼務）、処遇・給与部会の委員は７名とする（各界から委員を選出）。（当該審議会の委員の総定員は１６
名と政令に明記）。

２．部会の改編（イメージ）

公正審査分科会 職員処遇問題部会

（審議会長）
（分科会長）
峰 ひろみ

学界
(法務･元検事)

岩村 有広
経済界
(経団連)

土田 伸也
学界
(法務)

永野 剛志
法曹界
(弁護士)

森永 耕造
官界
(人事院OB)

（部会長）
井上 隆

経済界
(経団連)

磯部 哲
学界
(法務)

浦岡 由美子
法曹界
(弁護士)

金野 美奈子
学界
(現代教養)

可部 哲生
官界
（財務省OB）

千葉 恭裕
官界
（人事院OB）

（分科会長）
中村 晶子

法曹界
（弁護士）

中山 詳三
報道界
(読売)

布山 祐子
経済界
(経団連)

福田 紀夫
官界
(人事院OB)

和田 俊憲
学界
（刑法）

防衛人事審議会

再就職等監視分科会
（部会長）
井上 隆

経済界
(経団連)

磯部 哲
学界
(法務)

浦岡 由美子
法曹界
(弁護士)

金野 美奈子
学界
(現代教養)

可部 哲生
官界
(財務省OB)

千葉 恭裕
官界
(人事院OB)

中山 詳三
報道界
(読売）

振替

【廃止】

※様々な分野・観点から御知見をいた
だくため、各界から委員を選出

処遇・給与部会(仮称)

調査審議事項と部会の改編について（案）

【新設】

公正審査分科会と兼務
（令和7年1月17日以降）

公平性・公正性を確保するため、防衛人事審議会に置かれる部会から、若年定年退職者給付金（以下「若退金」と
いう。）の給付水準の引上げ及び給与体系の在り方（自衛官の俸給表の独自の改定）についてご意見をお伺いしたい。

１．調査審議項目（イメージ）
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21全体的な流れ（イメージ）について
３．部会における検討の全体的な流れ（イメージ）

⑴ 各委員へのインプット
調査審議に先立ち、防衛省は処遇・給与部会（仮称）（以下「部会」という。）の委員に対して、自

衛隊の特殊性やそこで働く自衛官の任務や勤務環境の特殊性を説明するとともに、要すれば、部会で部
隊を視察していただき、自衛隊・自衛官について理解を深めていただく。
防衛省は部会において、若退金の給付水準、今般の見直しの着目点や現行の自衛官俸給表の構造等を

説明するとともに、自ら収集したデータ等に基づく引上げ水準等を提示。

⑵ 調査審議
防衛省としての考え方や見直しの方向性について調査審議いただく。
部会における調査審議において、防衛省は質疑応答や必要な情報提供を実施。

⑶ 意見の提出
部会において調査審議していただき、部会としての意見をいただく。

⑷ 防衛省による政策形成
当該意見を踏まえて、防衛省が若退金の見直し案や新たな自衛官俸給表を作成する。
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21防衛人事審議会運営規則の改正について

防衛人事審議会運営規則（防人審第１号）新旧対照表

5

改 正 案 現 行

（部会の設置）
第６条 政令第６条第１項の規定に基づき、審議会に処遇・給与
部会（以下「部会」という。）を置く。
２～４ （略）

（公印の管守等）
第１０条 （略）
２ 防衛省の部局等において使用する公印等に関する訓令（昭
和３９年防衛庁訓令第３６号。以下「公印訓令」という。）第１２
条の規定により、防衛人事審議会長が定める再就職等監察官
の印並びに公正審査分科会長の印及び公正審査分科会の印、
再就職等監視分科会長の印及び再就職等監視分科会の印、
処遇・給与部会長の印及び処遇・給与部会の印の形式は、公
印訓令第３条の規定に準じた形式とする。
３ 公印の寸法は、次の各号に定めるところによる。
一 再就職等監察官の印 ２３ミリメートル四方
二 公正審査分科会長の印及び公正審査分科会の印、再就
職等監視分科会長の印及び再就職等監視分科会の印、処
遇・給与部会長の印及び処遇・給与部会の印 ３０ミリメート
ル四方

（部会の設置）
第６条 政令第６条第１項の規定に基づき、審議会に職員処遇
問題部会（以下「部会」という。）を置く。
２～４ （略）

（公印の管守等）
第１０条 （略）
２ 防衛省の部局等において使用する公印等に関する訓令（昭
和３９年防衛庁訓令第３６号。以下「公印訓令」という。）第１２
条の規定により、防衛人事審議会長が定める再就職等監察官
の印並びに公正審査分科会長の印及び公正審査分科会の印、
再就職等監視分科会長の印及び再就職等監視分科会の印、
職員処遇問題部会長の印及び職員処遇問題部会の印の形式
は、公印訓令第３条の規定に準じた形式とする。
３ 公印の寸法は、次の各号に定めるところによる。
一 再就職等監察官の印 ２３ミリメートル四方
二 公正審査分科会長の印及び公正審査分科会の印、再就
職等監視分科会長の印及び再就職等監視分科会の印、職
員処遇問題部会長の印及び職員処遇問題部会の印 ３０ミ
リメートル四方

職員処遇問題部会の廃止及び処遇・給与部会の新設を行うため、防衛人事審議会委員の議決をもって、
「防衛人事審議会運営規則」の改正を実施し、議決日をもって施行することとしたい。

（参考）防衛人事審議会令（平成１２年政令第２６１号）（抄）
（部会）

第６条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
３～６（略）

４．防衛人事審議会運営規則の改正


